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要旨 
 

  

障害者差別解消法が 2016 年 4 月から施行された。同法は障がいを理由とした差

別を禁止しており、当該差別を「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の

観点から整理していることが大きな特徴である。 

2000 年代前半以降、金融機関は店舗やサービスのバリアフリー化が急速に進展

し、2010 年以降は視覚障がい者に対する配慮も加速するようになった。こうしたなか

本稿では 80 年代から地域の人々の要請を受け、預金通帳の表紙などに点字刻印

サービスを実施してきた福島信用金庫飯坂支店の取組みを紹介するとともに、人に

やさしい金融機関のあり方を検討する。 

 

はじめに 

社会において障がいがあっても通常の

生活を送ることができるように設備やサ

ービスなどの条件を整えるという考え方

をノーマライゼーションという。このノ

ーマライゼーション社会を促進するため

の法律「障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律」（以下、「障害者差別

解消法」という）が 2016年 4月から施行

された。 

同法は、障がいを理由とした差別を禁

止しており、当該差別を「不当な差別的

取扱い」と「合理的配慮の不提供」の観

点から整理していることが大きな特徴で

ある。また同法では、「不当な差別的取扱

い」の禁止については、国、地方公共団

体等や民間事業者に法的義務を課し、「合

理的配慮の不提供」の禁止については

国・地方公共団体等に法的義務、民間事

業者に努力義務を課している。 

一方、金融機関では 2000年代前半から

企業の社会的責任への関心の高まりや、

バリアフリー関連法が制定、施行された

ことを受け、「人にやさしい」「誰もが安

心して利用できる」をコンセプトとした

店舗が相次いで誕生した。こうしたなか、

障害者差別解消法の施行はバリアフリー

の取組みをさらに促進するものと考えら

れる。 

本稿では、障害者差別解消法の概要を

説明した後、金融機関におけるバリアフ

リーに関する歴史的な取組みおよび、福

島信用金庫飯坂支店の事例を紹介するこ

とで「人にやさしい金融機関」のあり方

を検討する。 

 

障害者差別解消法制定の背景 

ここではまず、障害者差別解消法が制

定された背景を概観しておく（注１）。 

2006 年 12月、国連総会で「障害者の権

利に関する条約」が採択された。同条約

は障がいにもとづく差別を禁じており、

障がい者差別となる法律等がある場合は、

締約国に修正または廃止する措置を求め

ている。そこで政府は同条約の批准に向

け、法律等の見直しを実施。2011年に「障

害者基本法」が改正された。 

改正障害者基本法は、障がいによる差 
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別を禁止していることが特徴であり、具

体的には、①障害を理由とする差別等の

権利侵害行為の禁止、②社会的障壁の除

去を怠ることによる権利侵害の防止、③

国による啓発・知識の普及を図るための

取組みが規定されている（第 4条）。 

そして改正障害者基本法第 4 条を具体

化するために制定されたのが障害者差別

解消法である。 

（注１）障害者差別解消法の背景や概要については内

閣府ウェブサイト『障害者白書』（平成 24～27 年版）を

参照、引用している。 

 

障害者差別解消法の概要 

 図表１は障害者差別解消法の概要を記

したものである。同法は障がいを理由と

する差別を、「差別的な取扱い」と「合理

的な配慮の不提供」の二つの要素に分け

て禁止している。 

 「差別的な取扱い」とは、正当な理由

なく、障がいを理由として、財・サービ

スや各種機会の提供を拒否する、提供に

当たって場所・時間帯などを制限する、 

障がいのない者に対し

ては付さない条件を付

けることなどの行為を

示す。同法では国・地

方公共団体等や民間事

業者が障がい者に対し

て差別的取扱いをする

ことを禁止している。 

 一方「合理的配慮の

不提供」の「合理的配

慮」とは、障がい者が

日常生活や社会生活を

送るうえで障壁となる

ものがあり、何らかの

配慮を求める意思の表

明があった場合、その実施に伴う負担が

過重になり過ぎない範囲で、取り除く配

慮をさす。同法では、国・地方公共団体

等は合理的配慮を行わなければならず

（法的義務）、民間事業者には合理的配慮

行うことに努めなければならない（努力

義務）としている。 

 なお、ここでいう障がい者の意思の表

明とは、手話、点字、拡大文字、筆談、

実物の提示や身振りサイン等による合図、

触覚による意思伝達、通訳などを介した

コミュニケーション手段などによって伝

えられるとされる（「障害を理由とする差

別の解消の推進に関する基本指針」）。 

 

金融庁の対応指針 

政府は 2015年 2月、障害者差別解消法

を受け、政府全体の方針を定めた「障害

を理由とする差別の解消の推進に関する

基本方針」（以下「基本指針」）を閣議決

定した。障害者差別解消法は前述したよ

うに障がいを理由とする差別を解消する

ための措置を求めているが、国・地方公

図表１ 障害者差別解消法の概要 

 

（出所）内閣府ウェブサイト『平成 26年版 障害者白書』 



共団体、民間事業者はどのような事例が

「不当な差別的扱い」または「合理的配

慮の不提供」に該当するのか、に迷うこ

ともある。そこで基本方針では、各分野

を所管する主務大臣に、そうした点を含

め、対応指針を作成することを要請した。 

 一方、金融機関の対応に関しては、金

融庁が発出した「金融庁所管事業分野に

おける障害を理由とする差別の解消の推

進に関する対応指針」（以下「対応指針」）

がもとになる。対応指針は基本方針の内

容に沿って「趣旨」「障害を理由とする不

当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本

的な考え方」「事業者における相談体制の

整備」「事業者における研修・啓発」など

で構成されているが、特筆されることは

図表 2 で示したように「障害を理由とす

る不当な差別的取扱い及び合理的配慮の

具体例」が記されていることである。 

 

項目 具体例
・障がいを理由として、窓口対応を拒否する。

・障がいを理由として、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。

・障がいを理由として、商品の提供を拒否する。

・身体障がい者補助犬を連れていることや車いすを利用していることのみを理由として、入店を拒否する。

・障がいを理由として、入店時間や入店場所に条件を付ける。

・業務遂行上、特に必要でないにも関わらず、障がいがあることのみを理由として、来訪の際に付添い者の同行を求めるなどの条件

を付ける。

[意思疎通の配慮の具体例]
・入店時に声をかけ、障がいの状態を踏まえ、希望するサポートを聞き、必要に応じて誘導する。

・（身体障がいのある顧客に対しては、）書類の開封、受渡し等の対応が困難な場合に、必要なサポートを提供する。

・（視覚に障がいのある顧客に対しては、）窓口まで誘導し、商品の内容を分かりやすい言葉で丁寧に説明を行う。また、顧客の要請

がある場合は、取引関係書類について代読して確認する。

・（聴覚に障がいのある顧客に対しては、）パンフレット等の資料を用いて説明し、筆談を交えて要望等の聞き取りや確認を行う。

・（盲ろう者に対しては、）本人が希望する場合、障がいの程度に応じて、手のひら書き等により、コミュニケーションを行う。

・（吃音症等の発話に障がいのある顧客に対しては、）障がい特性を理解した上で、顧客が言い終えるまでゆっくりと待つ、発話以外の

コミュニケーション方法も選択できるようにする。

・明確に、分かりやすい言葉で、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、対話時間の制限などを設けることなく、内容が理解されたことを確

認しながら対応するなど顧客に合わせた配慮をする。また説明に当たっては、馴染みのない外来語は避ける、時刻は午前・午後と

いった説明を加える、比喩や暗喩、二重否定表現を用いないなど、あいまいな表現を避け、分かりやすい表現で説明を行う。

・書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、わかりやすい記述で伝達したりする。また、書類の内容や取引の性

質等に照らして特段の問題がないと認められる場合に、自筆が困難な障がい者からの要望を受けて、本人の意思確認を適切に実施

した上で、代筆対応する。

・障がいのある顧客がコミュニケーションをしやすくするため、「筆談対応いたします。」など、可能な対応方法を案内するプレートを準

備する。

・文字や話し言葉によるコミュニケーション困難な顧客のために、主な手続を絵文字等で示したコミュニケーションボードを準備する。

・顧客の要望がある場合に、意思疎通を援助する者（手話通訳等）の同席を認める。

・説明会等で使用する資料や、受付および会場内の案内・説明等について、点字、拡大文字、音声読み上げ機能、ルビ付与、分かり

やすい表現への置換え、手話、筆談など障がい特性に応じた多様なコミュニケーション手段を、可能な範囲で用意して対応する。

[物理的環境への配慮の具体例]
・段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどをする。

・車椅子利用者にとってカウンターが高い場合に、カウンター越しの対応ではなく、他のテーブルに移る等して、適切にコミュニケー

ションを行う。

・エレベーターがない施設の上下階の移動の際に、マンパワーにより移動をサポートしたり、上階の職員が下階に下りて手続する等

の配慮をする。

・配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。

・目的の場所までの案内の際に、障がい者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、左右・前後・距離の位置取りについて、障がい者

の希望を聞いたりする。

・疲労を感じやすい障がい者から休憩の申込があった際には、臨時の休憩スペースを設けるなどする。

・ATMの操作が困難な顧客には声掛けし、適切な対応を取る。

・情報提供や取引、相談・質問・苦情受付等の手段を、非対面の手段を含めて複数用意し、障がいのある顧客が利用しやすい手段を

選択できるようにする。

・一般に顧客が来店する頻度の高い店舗においては、次のような例も参考に、可能な限り障がいのある顧客が利用しやすい施設とな

るよう工夫を施す。

　　　・段差について、簡易スロープ等を設置する、または、見えやすい縁取りを付けて、段差がわかるようにする。

　　　・通行しやすいように通路や壁、手すりの近辺には障がい物や危険物を置かない。

　　　・視覚に障がいのある顧客のために、音声案内装置や触知案合図等を準備する。

　　　・店舗専用駐車場を設けている場合、入口付近に障がい者専用駐車場を確保する。

　　　・大型店舗等で順番待ちが必要となる店舗の場合、順番が来たことを知らせるために振動呼出器の準備や番号表示板の設置等

　　　　の工夫を行う。

　　　・障がいのある顧客が使いやすいATMを整備する。

・周囲の者の理解を得た上で、手続順を入れ替える。

・立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、当該障がい者の順番が来るまで別室や席を準備する。

・スクリーンや板書、通話通訳者等がよく見えるように、スクリーンや通話通訳者等に近い席を確保する。

・他人との接触、他人数の中にいることによる緊張により、不随意の発声や吃音等等がある場合において、当該障がい者が了承した

場合には、施設の状況に応じて別室を準備する。

不当な差別的取扱い

合理的配慮

ルール・慣行の柔軟な変更

図表２　障がいを理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例

（出所）金融庁ウェブサイト「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」より作成。



店舗のバリアフリー対応と金融機関 

 バリアフリーの観点から金融機関の歴

史を紐解けば、本格的なバリアフリー店

舗は 1980年に大分銀行、1985年に蒲郡信

用金庫で誕生する（注 2）。しかし 1980

年代当時、大分銀行と蒲郡信用金庫の取

組みはまだ全国的にもめずらしく、「人に

やさしい」「誰もが来店できる」をコンセ

プトに店舗のバリアフリー化が一般化す

るのは 2000年代半ば以降である。 

2000 年代半ば以降に店舗のバリアフリ

ー化が進展した理由は、企業の社会的責

任という概念が高まったこと、高齢者の

来店が増加したこと、そして何よりもバ

リアフリー関連法が相次いで制定された

ためである。現在、金融機関の店舗を訪

れると、段差の解消、点字ブロックの敷

設、音声案内機能付き ATM、多機能トイレ、

触地図案内板、エレベーターの設置など

ハード面におけるバリアフリー化がかな

り進展していることがわかる。またハー

ド面だけでなく、テラーカウンターには

助聴器や筆談ボード、コミュニケーショ

ンボードが備え付けられたり、サービス

介助士や認知症サポーター、救命士など

の資格を取得している職員も増加するよ

うになった。 

 ただ 2000年代前半のバリアフリー化は

高齢者や身体障がい者に対する配慮に重

点が置かれる傾向があった。 

（注 2）大分銀行と蒲郡信用金庫のバリアフリー店舗

の取組みについては本誌「大分銀行のCSRへの取組

みと店舗戦略～太陽の家支店を中心に～」（2008 年 6

月）、「蒲郡信用金庫太陽の家支店について」（2008

年 9 月）を参照されたい。 

 

視覚障がい者への配慮 

 2010 年 8 月、金融庁は全国銀行協会な

ど金融 9 団体に対して、①音声案内機能

付き ATM の増設、②普通預金口座の入出

金の点字明細発行、③視覚障がい者のた

めの代筆、代読の社内規定の整備などを

要請。翌 11年 4月には主要行等および中

小・地域金融機関向けの総合的な監督指

針を改正し、視覚障がい者への配慮が求

められるようになった。 

金融庁が各金融機関に配慮を求めるよ

うになったきっかけは、当時、視覚障が

い者が口座開設や預貯金の入金や振込を

行う場合、代筆を断られるケースなどが

あり、全日本視覚障害者協議会が衆参両

議院に改善を求めて請願書を提出したた

めである。 

また当時の金融機関は、顧客に ATM の

利用を促すため ATM の振込手数料を窓口

の振込手数料よりも安く設定していたが、

全盲の人は ATM の画面操作を行うことが

困難なため、窓口を利用せざるを得ない

状況にあった。そこで金融機関は視覚障

がい者が窓口で振り込む場合は ATM の手

数料と同額とする措置を講じるなど、視

覚障がい者の利便性の向上に向けた取組

みも加速した。 

  

福島信用金庫の事例 

 以上、金融機関におけるバリアフリー

対応を時系列的にみると、身体障がい者

への取組みが先行し、2010 年代に視覚障

がい者へのサービス面での取組みが遅れ

て進展してきたことがわかる。しかし、

まだまだ視覚障がい者へのバリアフリー

対応が一般化していなかった時代から先

駆的に取り組んできた金融機関もある。

その一つが地域の人々の要請を受け、預

金通帳に点字を刻印するサービスを実施

してきた福島信用金庫飯坂支店（写真 1、



2、3、4）である。 

 

（１）点字刻印機が導入された背景 

 福島市飯坂町の飯坂温泉は奥州（東北）

3 名湯に数えられる古湯であり、現在 47

の旅館が営業を行っている。一般的に温

泉地ではマッサージやあんま業を営む事

業者が少なくないが、飯坂温泉では現在

20 人ほどのあんまマッサージ指圧師が事

業を営んでいる（1980 年代後半の最盛期

には 70 人ほどが事業を営んでいた）。 

 1980 年代、飯坂町のあんまマッサージ

指圧師の多くは視覚障がいがあり、通帳

管理等に苦労していたという。そこで各

事業者は地元で営業を行う金融機関に対

し、預金通帳の表紙に点字を刻印してほ

しい旨を要請した。しかし同地域に営業

店を置く金融機関はこの要請に難色を示

し、なかなか実現しなかったという。 

そのような状況の中、福島信用金庫飯

坂支店は、①渉外担当者が外回りを頻繁

にしており、各事業者と顔なじみであっ

たこと、②地域イベントに参加するなど

して、親交を深めていたことから、同要

請に真摯に耳を傾け、点字刻印機の導入

を決定した。写真 5 がその点字刻印機で

ある。 

 現在も飯坂支店では顧客からの要望が

あると、通帳には通帳科目、口座番号、

金融機関名を、定期預金証書には科目、

金融機関名、金額、満期日を職員が打刻

する。ただし、同店では、点字を組み合

わせて文章をつくることができないため、

例えば、懸賞金付き定期預金などの告知

については口頭で顧客に伝えている。 

 通帳の表紙や証書に点字を打刻するこ

とで、顧客は通帳や証書を自らの鞄のな

かから取り出すことができ、他者に金額

等を見られなくても済むようになったと

喜んでもらっているという。 

 

（２）飯坂支店職員の気配り 

 飯坂温泉も多くの温泉地と同様、1980

年代後半をピークに宿泊客は減少傾向に

あり、あんまマッサージ指圧師の人数も

減少している。しかし、周囲の環境が変

化しても飯坂支店職員の顧客への接遇に

変化はない。視覚障がいのある顧客が飯

坂支店に来店すると、職員は出入り口ま

で赴き、ローカウンターまで案内する。

顧客は何十年も飯坂支店と取引している

ため、職員は顧客の気心を熟知している。

預金振込や払出などが終わると職員は、

顧客が転倒しないように肩や腕を掴んで

もらい、出入り口まで案内する。 

写真１ 福島信用金庫飯坂支店 

 

写真２ 飯坂支店のテラーカウンター 

 



支店長代理の斎藤桃子氏は、顧客に封

筒を手渡す際には、誤って封入物を落と

すことがないよう、「どちらが封筒の上か

下か」を伝えることにしているという。

また支店長の亀井淳氏は、「先輩職員の気

配りを見て、若手職員も自然と接遇でき

るようになっている」と話すように、点

字刻印機の導入が接遇の向上に役立って

きたことは注目される。 

 

おわりに 

 1990 年後半以降、金融機関はこれまで

の預金業務と融資業務に加え、預かり資

産業務、企業再生支援業務など、その事

業範囲を拡大しつつある。言うまでもな

くこれらの業務には専門知識が必要であ

り、多くの職員が当該業務のレベルアッ

プを図るため日々研鑽を積んでいる。し

かし、総合企画部地域活性化支援課課長

の武藤進氏は「これらのすべての業務の

根底には、顧客への気配りや目配りがあ

ることを忘れてはならない」と指摘する。 

本稿でも見てきたように飯坂支店の取

組みは、障害者差別解消法が施行される

30 年前から行われ、顧客への気配りや目

配りが先輩職員から後輩職員へと脈々と

引き継がれている。また同支店の支店長

や渉外担当者は点字入りの名刺を使用し

ており、営業推進時においても視覚障が

い者への配慮を忘れていない（名刺の点

字打刻は地元の NPO法人に依頼している）。 

障害者差別解消法が施行されたことを

受け、バリアフリーに対する取組みは金

融機関を含む民間事業者の間でさらに促

進することが考えられる。 

しかしその際、「どのように求められて

いる基準をクリアしていくのか」という

発想で取り組むのではなく、「顧客の笑顔

を増やす」という観点から合理的配慮を

提供し続けることが、顧客サービス全体

の向上につながる、という発想で取り組

むことが大切である。福島信用金庫飯坂

支店の事例は「人にやさしい金融機関」

のあり方を我々に教えてくれる。 

写真３ 飯坂支店の顧客用トイレ 

 

写真４ 音声案内機能付き ATM 

 

 写真５ 点字刻印機 

 




